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はじめに 

宇治市の行政改革の取組については、平成３０年２月に策定した第７次行政

改革大綱に基づき、財政健全化の取組や組織等の適正化、多様な主体との連携を

位置付ける中で、取組を進めており、新たにＩＣＴの利活用による業務効率化、

サービスの品質向上を掲げるなど、一定の成果を挙げてきました。 

引き続き、人口減少・少子高齢社会の一層の進行が予測される状況に対し、地

方創生の観点では、第２期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総

合戦略を策定し、幅広い視点で人口減少抑制を図っているものの、新型コロナウ

イルス感染症拡大の長期化もあり、税収環境が厳しくなるとともに、社会保障関

係経費の増大や公共施設等の老朽化への対応など、厳しい行財政運営が見込ま

れます。また、感染症の影響は、生活様式を変えるに至り、非対面、非接触が推

奨される中で、社会のデジタル化は、生活、働き方におけるオンラインサービス、

コミュニケーションツールの普及、利用を促すなど、行政需要にも影響を与えて

います。 

そのような中で、質の高い行政サービスを提供していくためには、それらに対

応した体制、サービスの見直しを行う必要があり、国においても「誰一人取り残

さない、人にやさしいデジタル化」をうたわれる中で、全市民がその利便性の効

果を享受できるよう、デジタル・デバイド対策による、一人ひとりのニーズにあ

ったサービスの展開が必要です。 

さらに、急激に変化する社会情勢のもとでは、適正な組織体制の確立、職員の

意識改革、資質の向上により市民ニーズに柔軟に対応ができるよう取り組む必

要があるとともに、地域団体、企業、大学等多様な主体との連携を効果的に進め

て幅広い需要に対応した施策を展開することで、より魅力のあるまちづくりを

推進できるものと考えます。 

このような中で、令和３年７月２７日より宇治市第８次行政改革に関する方

策について行政改革審議会により審議を行い、この度、審議結果について「宇治

市第８次行政改革大綱＜答申＞（中間まとめ）」としてとりまとめました。 
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第１章 行政改革の背景  

１．これまでの取組  

 宇治市の行政改革は、国の「地方公共団体における行政改革推進の方針（地方行革大

綱）」の策定を受け、昭和６１年に第１次行政改革を策定して以降、事務事業の見直し

や業務の民間委託化、組織における定員管理の推進など歴代の行政改革で進める一方で、

各行政改革期間の情勢による課題や時代の流れにあわせて、市民サービスの質的向上の

視点も取り入れる中で、ＩＣＴを活用した行政サービスの提供や行政事務の効率化、書

類の押印の見直し、ＰＦＩなどの新たな民間活力の活用、研究など適宜必要な内容を計

画に位置付け、取組を進めてきました。 

現在は平成３０年度から令和３年度までを実施期間とした第７次行政改革にて、「行

財政運営の品質向上と効率化の推進」、「持続可能な行財政運営の確立」、「時代に即

した組織体制の確立」、「多様な主体との協働とまちづくりの推進」を基本施策として、

新たにＩＣＴ利活用の視点を取り入れるなどの取組を推進しています。 

 
◇これまでの行政改革 

 計画期間等 

第１次行政改革 昭和６１年度～６３年度 

第２次行政改革 平成 ５年度～ ９年度 

第３次行政改革 平成１０年度～１４年度 

第４次行政改革 平成１５年度～１９年度 

第５次行政改革 平成２０年度～２４年度 

第６次行政改革 平成２５年度～２９年度 

第７次行政改革 平成３０年度～令和３年度 
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２．宇治市を取り巻く環境  

（１）人口減少・少子高齢化の進行 
宇治市においては、令和２年度に策定した宇治市人口ビジョンにより目標とする人口

を定め、人口減少の歯止めに向けて地方創生の取組を積極的に進めていますが、そのよ

うな中においても、人口減少・少子高齢化の進行は続いており、生産年齢人口の減少と

高齢者人口割合の高まりから人口構造の変化も見込まれています。 
また、高齢化の進行やライフスタイルの多様化は、地域のつながりの希薄化にもつな

がっており、地域での課題が見えづらく、災害時等における支え合いの大切さも再認識

される中で、自治機能の低下が懸念されています。 

【人口推移と将来人口の推計】 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（出典）第２期宇治市人口ビジョン 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

比率 

総数 
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（２）感染症・自然災害などのリスクの増加 

 近年、大規模な地震災害や集中豪雨、大型台風等の自然災害が日本各地で頻発してお

り、さらに２０１１年の東日本大震災の被害規模を上回るといわれる首都直下地震や西

日本に大きく影響する南海トラフ地震の発生確率は、３０年以内に７０％～８０％程度

とされています。また、２０２０年からは世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に

より日本においても多くの方が命を落とされ、外出の自粛や小中学校をはじめとした臨

時休校、緊急事態宣言の発令による商業店舗の営業制限など、人々の生活にも大きな影

響を与えています。 
これらの自然災害をはじめとしたあらゆるリスクに対して、人命の保護や有事の際の

事業継続体制の構築など市民とも連携を図りながら対策を検討し、安全・安心に住み続

けられるまちづくりに向けて取組を進める必要があります。 

 
 
（３）情報技術の進展 
 あらゆる産業で情報技術を活用した効率化が図られており、我々の生活はもとより、

行政事務、行政サービスの現場においても変化を生み出しています。 
 国においても、地方自治体のＩＣＴを活用した取組を積極的に推進し、その事例をモ

デルとして全国的な周知を図るとともに、行政のデジタル化に関する基本原則等の必要

事項を定めたデジタル手続法の施行や自治体ＤＸ推進計画の策定を行うなど、限られた

人的資源の中で業務の効率化を図り、同時に市民の利便性の向上を目指すことが求めら

れています。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大は市民の価値観とライフスタイルを変化させ

るとともに、感染リスクに対応するための多様な働き方の推進や感染拡大の影響による

人材不足解消等における情報技術の活用を促進している状況です。 
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（４）広域交通ネットワーク等の構築 

 京都・奈良・大阪の間、近畿地方の中央部に位置し、古くから交通の要衝として発展

してきた府南部地域では、令和５年度の全線開通を目指して新名神高速道路の整備が進

められており、インターチェンジへのアクセス道路をはじめとした周辺の整備も進む中

で、観光や工業、商業など多岐にわたっての波及効果が期待されます。 

宇治市では、ＪＲ奈良線の高速化・複線化事業やお茶と宇治のまち歴史公園のオープ

ンによるさらなる人の流れを見込んでいます。また、令和５年度には任天堂資料館（仮

称）の開業も予定されており、周辺における広域交通ネットワークの構築による波及効

果をしっかりと取り込み、魅力あふれるまちづくりを進めるためにも、計画的な幹線道

路の整備や企業誘致の検討など連動した都市基盤整備が求められています。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お茶と宇治のまち交流館（愛称：茶づな） 

新名神高速道路の整備（城陽市寺田・国道 24 号） 

ＪＲ奈良線の高速化・複線化事業 
（御陵道踏切・市道南山畑中村線） 
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（５）公共施設の状況 

 公共施設は、市民の生活、まちづくりにおいて重要な役割を担います。一方で、施設

の多くは建設から相当の年数が経過し、老朽化が進むとともに、人口構造の変化等によ

り施設に求められる機能や適正な配置の考え方が変化しています。このような状況の中

で、市民サービスの維持、向上を図るためには、様々な機会や手法を通じて市民等の意

見を取り入れ、市としても目指すべき将来のまちづくりを見据えながら、多くの市民に

とって利用しやすい施設配置、機能、それらを実現するための民間活力の活用などにつ

いて検討する必要があります。 
公共施設の老朽化による改修や建替え経費の課題に直面する中で、コストの削減とい

う側面からも、公共施設等総合管理計画に基づき、将来人口における施設規模の適正化

の観点から、時代に応じた公共施設への見直しを図りながら今後３０年間で公共施設の

延床面積を２０％削減する目標を設定しています。 
 
 
 

【将来の公共施設の更新費用の推計】 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）宇治市公共施設等総合管理計画 
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（６）厳しい財政状況 

第７次行政改革期間における財政状況については、財政健全化推進プランの取組によ

り、３年連続で単年度収支が黒字となっており、財政の弾力性を示す経常収支比率につ

いても改善の傾向にあるなど健全な財政運営に向けて一定の成果を挙げているものと

考えております。 

一方で、市税収入は近年ほぼ横ばいとなる中で、１０年前と比較すると減収となって

いるほか、地方交付税等の減収に加え、義務的経費が京都府内他市と比較すると高い水

準で推移しており、経常収支比率は９５％を超える高い状況が続いています。今後４年

間での財政見通しでも大幅な歳出超過が見込まれます。 

 
【経常収支比率】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
＜経常収支比率とは＞ 
 毎年度経常的に入ってくる歳入に対して、毎年度経常的に支払う歳出がどれくらいの

割合かを示すもので、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられます。 
 都市にあたっては７５％が妥当と考えられています。 
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【財政見通し（令和４年度～令和７年度）】 
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３．行政改革の必要性  

（１）行政改革の必要性 
今後、新名神高速道路の開通にともなうひと・モノの流れの変化や将来のまちづくり

を見据えた都市基盤整備、市内経済の発展に向けた産業振興への支援、新型コロナウイ

ルス感染症への対策、災害対策による安全・安心なまちづくりなど、魅力あふれる宇治

市を築く未来への投資を行うためには、財源の確保が必要となります。しかしながら、

本市の現状や財政見通しなどに示されるとおり、引き続き本市を取り巻く状況は厳しい

ものであると予測しています。 
また、人口減少・少子高齢社会の進行など社会情勢が変化する中で、さまざまな価値

観や多様性を尊重し、それぞれが暮らしやすい社会づくりを進めていくためには、市民、

団体等と地域における課題をいかに共有していくか、そして、複雑化・多様化する行政

課題など、時代に即した柔軟な対応を行うために、幅広い視点をいかに取り入れ、検討

していくかが重要となります。 

したがって、職員一人ひとりの資質と意識のさらなる向上を図りながら、先を見据え

た持続可能な財政構造の構築とともに、技術革新等により急速に変化する社会状況を的

確にとらえ、将来の人口規模や人口構造を見据えた行政サービスの役割、質や量、提供

主体の見直し等、様々なことに果敢にチャレンジし、市政運営の新たな基盤として不断

の行政改革に取り組むことが求められます。 

  
（２）第７次行政改革における課題への対応 

持続的な質の高い市民サービスの提供と魅力ある宇治市を築くための着実な行財政

運営を実行するため、第７次行政改革で課題であった、取組項目における指標の適切性

や評価における根拠の客観性について、より実効性を高める進行管理の手法と評価を明

確とするような目標の設定などを行い、各進捗状況に応じて、ＰＤＣＡサイクルによる

適正な見直し、改善が図られるよう、効果的な進捗管理の仕組みを構築する必要があり

ます。 
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第２章 第８次行政改革の基本方針  

１．基本指針  

 第６次総合計画（計画期間：令和４年度～令和１５年度）の基本構想において、目指

す都市像の実現に向けた５つのまちづくりの方向とそれらの土台となる取組を設定し

ており、第８次行政改革については、その土台となる取組の推進を担う役割に位置づけ、

次のとおりの基本指針とします。 

 

 
 

 

２．計画の期間  

令和４年度から７年度の４年間とします。 

３．第８次行政改革における取組の視点  

 社会情勢、この間の行政改革における課題に基づき、第８次行政改革においては以下

の視点をもって取組を推進すべきと考えます。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 多様化するライフスタイルにおける市民ニーズへの対応 

 柔軟かつ緊密な市民との連携 

 実効性を高める明確な目標設定 

まちづくりを支える持続可能な行財政運営の推進 
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４．第８次行政改革の基本施策  

持続的な質の高い行政サービスの提供とともに、魅力あふれる宇治市を築くために、

今後の行政改革を推進する上で、行政運営の品質向上に加えて、持続可能な行財政運営

の確立が必要となります。 
新型コロナウイルス感染症拡大を契機として「新しい生活様式」へと社会が変化して

おり、それらに適応したサービス提供等が求められる中で、ＩＣＴの活用を含めたデジ

タル化は行政サービスを考える上で重要な要素であり、市民サービスの質の向上と効率

的な行政運営を念頭においたデジタル化による情報技術の活用について、積極的な検討

が必要です。また、そのような状況下においても限られた資源を活用できるよう、投資

的経費によるまちの魅力向上も図りながら、歳入の確保やＰＤＣＡサイクルによる事務

事業の見直しを進めるとともに、人材育成による職員の能力向上、行政課題や社会情勢

に対応した適正な組織体制の検討により、生産性と効率性をあげることで人件費の抑制

にもつなげるなど、これまで以上に健全な行財政運営の確立に向けた取組を計画的に推

進する必要があります。 
さらに、変化する社会情勢とともに行政課題が複雑化、多様化する中で、大学や企業、

地域活動を行う団体等、様々なノウハウや知見を持った主体との協働を効果的に行うこ

とで業務の効率化と市民満足度の向上を図れるものと考えます。 

 これらを踏まえ、第８次行政改革では、次の３つを基本施策として、取組を推進すべ

きと考えます。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第８次行政改革の３つの基本施策 

基本施策１ 時代に即した行政サービスの推進 

基本施策２ 適正かつ健全な行財政運営の確立 

基本施策３ 連携と協働によるまちづくりの推進 
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第３章 第８次行政改革の施策体系  

１．施策体系  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※目標の基準値設定作業中 

行政サービスのデジタル化の推進

行政事務のデジタル化の推進

地域社会のデジタル化の推進

　

事務事業の見直し

新たな財源の確保

給与等の適正化と人材育成の推進

市民等との連携・協働の推進

民間活力の活用

公共施設の有効活用

適正かつ健全な行財政運営の確立

◆財源確保額
　７０億円

基本施策３ 連携と協働によるまちづくりの推進

基
本
目
標

◆市民協働活動への
　参加者割合　　％

具
体
的
な
方
策

基本施策１

基
本
目
標

基
本
目
標

具
体
的
な
方
策

基本施策２

具
体
的
な
方
策

時代に即した行政サービスの推進

◆行政サービスの
　市民満足度６０％

11



 

 

 

２．取組概要  

 基本施策及び具体的な方策の取組概要は次のとおりとします。 

 
基本施策１ 時代に即した行政サービスの推進 
質の高い市民サービスを提供するため、この間の行政改革においてもＩＣＴの利活用

に力を入れながらサービス品質の向上、事務の効率化を図っています。 
新型コロナウイルス感染症拡大を契機として「新しい生活様式」へと社会が変化して

おり、密の回避、非対面、非接触でのサービス提供等が求められる中では、今後もＩＣ

Ｔの活用を含めたデジタル化は行政サービスを考える上で重要な要素であり、国におい

ても、自治体が重点的に取り組むべき内容を具体化して、「自治体ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション）推進計画」を策定している状況です。そのような情勢を踏まえ

て、さらなる市民サービスの質の向上と効率的な行政運営を念頭においたデジタル化に

よる情報技術の活用について、以下の方策を推進すべきと考えます。 

 
 

 
 

 

具体的な方策１ 行政サービスのデジタル化の推進 

 【背景】 

 新型コロナウイルス感染症拡大を契機として大きく変化する社会情勢 
 移動の抑制、対面規制が求められる中でのオンラインサービスの普及 

 マイナンバーカードへの各種証明機能の付与 

【方策（案）】 

 個人情報の保護やセキュリティ対策に留意した、各種行政手続きにおけるオ

ンライン化の推進 

 利用しやすい窓口サービスの充実等を念頭においた、積極的な情報技術の活

用によるサービス全体のデジタル化の検討 

 マイナンバーカードとの情報連携による申請等の簡略化 

基本目標 
 行政サービスの市民満足度６０％ 

（アンケート調査による） 
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具体的な方策２ 行政事務のデジタル化の推進 

 【背景】 

 限られた財源、人的資源の中で求められる効率的な行政運営 
 デジタル庁を設置するなど、デジタル社会、行政の構築に向けた国の動き 

 【方策（案）】 
 業務の効率化におけるＡＩ・ＲＰＡの導入や各種情報システムの標準化によ

るコスト縮減 
 新たな分野でのデジタル化の推進による、生産性、効率性の向上 

 

具体的な方策３ 地域社会のデジタル化の推進 

 【背景】 

 情報技術を活用した行政サービスの普及 
 官民様々なサービスにおける情報技術を活用した利便性の向上 

 マイナンバーカードへの各種証明機能の付与 

 【方策（案）】 

 デジタル化による利便性の効果を様々な世代、環境の方が享受するための、

デジタル・デバイドの解消 

 地域コミュニティや移動困難者への支援など、情報技術を活用した地域の課

題解決に向けた取組の検討 

 マイナンバーカードの普及促進の取組 
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基本施策２ 適正かつ健全な行財政運営の確立 

宇治市の財政状況は、人口減少、少子高齢化の進行等により市税収入をはじめとした

歳入においては厳しい状況が続いているとともに、義務的経費や老朽化した公共施設等

の維持管理費など歳出の増加が見込まれ、投資的経費によるまちの魅力向上も図る中で、

今後４年間の財政見通しにおいても、大幅な収支不足が見込まれる状況です。このため、

歳入の確保やＰＤＣＡサイクルによる事務事業の見直しを進めるとともに、人材育成に

よる職員の能力向上、行政課題や社会情勢に対応した適正な組織体制の検討により、生

産性と効率性をあげることで人件費の抑制にもつなげるなど、これまで以上に健全な行

財政運営の確立に向けた取組が必要であり、以下の方策を推進すべきと考えます。 

 
 

 
 

 
 

 

具体的な方策１ 事務事業の見直し 

【背景】 

 高い経常収支比率と財政構造の硬直化（令和２年度 経常収支比率：９６．１％） 
 今後４年間の財政見通しにおける、大幅な歳出超過の見込み 

【方策（案）】 
 事務事業における、社会状況の変化等を踏まえた、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く検証、分析と見直しの検討 
 人件費をはじめとした義務的経費の削減 

 

具体的な方策２ 新たな財源の確保 

【背景】 

 歳入に占める自主財源の割合が５０％を下回る状況 
 持続可能な行財政運営を行うためには、歳出抑制と歳入確保の両面による取

組の推進が必要 

基本目標 
 財源確保額７０億円 
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 市税収入の増加に向けて、地方創生の取組、産業戦略に基づく企業立地や働

く場の創出など経済の活性化を推進 

【方策（案）】 

 各種公金における収納方法の検討や市が有する債権の適正管理による収入率

の向上 

 未利用地など既存の市有財産の有効活用を検討 
 市のＰＲ、地域の活性化にも寄与するふるさと応援寄付金等、各種歳入増加

の検討 

 

 
具体的な方策３ 給与等の適正化と人材育成の推進 

【背景】 
 複雑化、多様化する行政課題に対応するための柔軟かつ適正な組織体制構築

の必要性 
 給与水準を示す指標の１つであるラスパイレス指数は全国的に見て高い状況 

 【方策（案）】 
 柔軟かつ適正な組織体制の検討 

 国や京都府、近隣自治体の動向を踏まえた、市民理解を得られる適正な給与

水準の管理 

 市民協働、官民連携等広い視野での政策形成ができる人材育成と職場風土の

醸成 
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基本施策３ 連携と協働によるまちづくりの推進 

行政課題が複雑化、多様化する中で、すべてを行政のみで解決していくことは困難で

あり、大学や企業、地域活動を行う団体等、様々なノウハウや知見を持った主体との協

働を効果的に行うことで市民満足度の向上と業務の効率化を図れるものと考えます。各

種業務における民間委託においてはこの間も各分野での導入を進めており、引き続き委

託業務の拡大可能性について検討を進める必要があります。また、人口構造の変化等に

より利用率が減少する公共施設の有効活用について、市民との協働による検討や民間の

ノウハウを活かした運営など、将来のまちづくりを見据えた様々な可能性を検討する必

要があり、以下の方策を推進すべきと考えます。 

 
 

 
 

 
 

 
具体的な方策１ 市民等との連携・協働の推進 

【背景】 
 複雑化、多様化する行政課題 

 市民理解を得ながらの行政改革推進の必要性 

 【方策（案）】 

 部局横断的な市民等との対話による地域課題の共有 
 大学や企業のノウハウ、知見を活かした効果的な連携 

 行政との役割を明確化し、様々な主体が魅力あるまちづくりに向けて効果的

に参画することによる業務の効率化と市民満足度の向上 

 
 

 
 

 

基本目標 
 市民協働活動への参加者割合  ％ 

（アンケート調査による） 
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具体的な方策２ 民間活力の活用 

【背景】 
 複雑化、多様化する行政課題 

 民間における幅広いサービスの研究、提供 

 【方策（案）】 

 企業等の専門性やノウハウを活用した、市民サービスの向上と経費の削減や

業務の効率化の検討 

 公共施設の管理運営等も含めた、多様な行政事務における民間活力導入の検

討 

 
 
具体的な方策３ 公共施設の有効活用 
 【背景】 

 公共施設は、行政需要への対応と市民サービスの向上を図るため、人口急増

期の昭和５０年代までにその多くを整備 

 人口構造の変化により、施設利用率の減少やニーズの変化、築年数の関係に

よる維持管理費の課題に直面 

 公共施設の役割を検討しつつ、延床面積２０％削減を目標とした「公共施設

等総合管理計画」の推進 

 【方策（案）】 

 「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設の方向性を踏まえた進捗管理  

 市民との意見交換を十分に図る中で、これまでの枠組みにとらわれず、多世

代が集い、交流が生まれることで地域活性化の拠点となる公共施設を検討 
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